
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案

参
照
条
文

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
国
土
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
（
抄
）

1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
（
抄
）

1

…
…

○
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
一
部
改
正
後
の
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）

3

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

4

…
…
…

○
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
一
部
改
正
後
の
土
地
基
本
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）

4

○
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
一
部
改
正
後
の
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
抄
）

5
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○
国
土
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
（
抄
）

（
分
科
会
）

第
二
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名

称

法

律

の

規

定

（
略
）

土
地
基
本
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条

土
地
政
策
分
科
会

（
略
）

（
略
）

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
審
議
会
の
組
織
及
び
所
掌
事
務
そ
の
他
国
土
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

（

）
（
抄
）

国
土
調
査
法
施
行
令

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号

（
地
図
及
び
簿
冊
の
様
式
）

第
二
条

法
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
図
及
び
簿
冊
の
様
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

九

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
図
（
以
下
「
地
籍
図
」
と
い
う
。
）
の
縮
尺
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

主
と
し
て
宅
地
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域

五
百
分
の
一
（
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
二
百
五
十
分
の
一
）

主
と
し
て
田
、
畑
又
は
塩
田
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
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千
分
の
一
（
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
五
百
分
の
一
又
は
二
千
五
百
分
の
一
）

主
と
し
て
山
林
、
牧
場
又
は
原
野
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域

二
千
五
百
分
の
一
又
は
五
千
分
の
一

十
・
十
一

（
略
）

２

（
略
）

（
都
道
府
県
計
画
）

第
七
条

法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
都
道
府
県
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

調
査
地
域

二

調
査
面
積

三

調
査
期
間

２

（
略
）

（
事
業
計
画
）

第
八
条

法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

調
査
を
行
う
者
の
名
称

二

調
査
目
的

三

調
査
地
域

四

調
査
面
積

五

調
査
期
間

六

第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
要
す
る
費
用
の
総
額

（
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
九
条

都
道
府
県
は
、
法
第
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
作
業
別
の
実
施
計
画
、
前
条
第
六
号
の
費
用
の

総
額
の
算
出
の
基
礎
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
成
果
の
認
証
に
準
ず
る
指
定
）

第
十
九
条

法
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
証
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
事
業
所
管
大
臣
に
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

測
量
及
び
調
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

作
成
し
た
地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

三

測
量
及
び
調
査
を
行
つ
た
地
域
及
び
期
間
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四

第
二
号
の
地
図
及
び
簿
冊
に
存
す
る
測
量
又
は
調
査
上
の
誤
差
の
程
度

２

前
項
の
認
証
申
請
書
に
は
、
当
該
測
量
及
び
調
査
の
結
果
作
成
さ
れ
た
地
図
及
び
簿
冊
の
写
し
二
部
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
所
管
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
成
果
の
認
証
に
準
ず
る
指
定
を
し
た
旨
の
公
告
）

第
二
十
条

国
土
交
通
大
臣
又
は
事
業
所
管
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
以
外
の
測
量
及
び
調
査
の
結
果
作
成
さ
れ
た
地
図
及
び
簿
冊
を
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
認
証
さ
れ
た
国
土
調
査
の
成
果
と
同
一
の
効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
官
報
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
る
一
部
改
正
後
の

（
抄
）

○
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
第
三
号
の
「
地
籍
調
査
」
と
は
、
毎
筆
の
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
、
地
番
及
び
地
目
の
調
査
並
び
に
境
界
及
び
地
積
に
関
す
る
測
量
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
地
図
及
び
簿
冊
に
作
成
す
る
こ
と
を
い
う
。

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
地
図
及
び
簿
冊
の
様
式
は
、
政
令
で
定
め
る
。

７

（
略
）

（
地
籍
調
査
に
関
す
る
都
道
府
県
計
画
等
）

第
六
条
の
三

都
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の
特
定
計
画
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
籍
調
査
に
関
す
る
都
道
府
県
計

画
を
定
め
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
は
、
前
項
の
都
道
府
県
計
画
に
基
き
、
関
係
市
町
村
又
は
土
地
改
良
区
等
と
協
議
し
、
毎
年
度
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
事

業
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
は
、
前
項
の
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

（
成
果
の
認
証
）

第
十
九
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

国
土
調
査
以
外
の
測
量
及
び
調
査
を
行
つ
た
者
が
当
該
測
量
及
び
調
査
の
結
果
作
成
さ
れ
た
地
図
及
び
簿
冊
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果

と
し
て
の
認
証
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
事
業
所
管
大
臣
は
、
こ
れ
ら
の
地
図
及
び
簿
冊
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
を
受
け
た
国
土
調
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査
の
成
果
と
同
等
以
上
の
精
度
又
は
正
確
さ
を
有
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
認
証
さ
れ
た
国
土
調
査
の
成
果
と
同
一
の
効
果
が
あ
る
も

の
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

国
土
調
査
を
行
う
者
は
、
国
土
調
査
の
効
率
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
当
該
測
量
及
び
調
査
を
行
つ
た

者
に
代
わ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
測
量
及
び
調
査
を
行
つ
た
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
所
管
大
臣
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

国
土
交
通
大
臣
又
は
事
業
所
管
大
臣
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
政
策
統
括
官
の
職
務
）

第
十
七
条

政
策
統
括
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

土
地
基
本
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
土
地
に
関
す
る
動
向
及
び
基
本
的
な
施
策
に
関
す
る
年
次
報
告
等
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

五
～
七

（
略
）

○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
官
房
及
び
局
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
等
）

第
二
十
条

各
省
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
官
房
及
び
局
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の
能
率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
局
長
に
準
ず
る

も
の
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

２
～
４

（
略
）

○
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
一
部
改
正
後
の
土
地
基
本
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
年
次
報
告
等
）

第
十
一
条

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
不
動
産
市
場
、
土
地
の
利
用
及
び
管
理
そ
の
他
の
土
地
に
関
す
る
動
向
及
び
政
府
が
土
地
に
関
し
て
講
じ
た
基
本
的
な
施
策
に
関

す
る
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

政
府
は
、
毎
年
、
前
項
の
報
告
に
係
る
土
地
に
関
す
る
動
向
を
考
慮
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る
基
本
的
な
施
策
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

政
府
は
、
前
項
の
講
じ
よ
う
と
す
る
基
本
的
な
施
策
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
作
成
す
る
に
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

土
地
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

第
二
十
一
条

政
府
は
、
土
地
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
前
章
に
定
め
る
土
地
の
利
用
及
び
管
理
、
土
地
の
取
引
、
土
地
の
調
査
並
び
に
土
地
に
関
す
る
情
報

の
提
供
に
関
す
る
基
本
的
施
策
そ
の
他
の
土
地
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
土
地
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
土
地
基
本

方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
土
地
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
と
と
も
に
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
土
地
基
本
方
針
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
三
項
の
規
定
は
、
土
地
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章

国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等

第
二
十
二
条

国
土
審
議
会
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
土
地
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
施
策
に
関
す
る
事
項
及
び
国
土
の
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
事

項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
及
び
国
土
交
通
大
臣
を
通
じ
て
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
土
地
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
施
策
に
関
す
る
事
項
で
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
及
び
国
土
の
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
で
そ
の

所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

○
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
一
部
改
正
後
の
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

（
抄
）

（
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
国
土
の
総
合
的
な
開
発
及
び
保
全
並
び
に
そ
の
利
用
の
高
度
化
に
資
す
る
た
め
緊
急
に
国
土
調
査
事
業
を
実

施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
地
域
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
度
以
降
の
十
箇
年
間
に
実
施
す
べ
き
国
土
調
査
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
」

と
い
う
。
）
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）

７

前
各
項
の
規
定
は
、
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


